
平成光勧進プロジェクト実行委員会 会則 
 
 
第１条（目的）  

本会の目的は、新東京タワーの建設にさきだち、サーチライトによりその姿を夜空に描き出

し、多くの皆さんにその姿を各所から望見していただくことにより、これからのタワー周辺を

はじめとしたまちの景観づくりを考えていただこうとするものである。 
 
第２条（名称） 
 この会の名称は、平成光勧進プロジェクト実行委員会とする。 
 
第３条（所在地） 
 この会の事務所は、東京都墨田区墨田２－２８－１６－５０１とする。 

 
第４条（組織） 
 本会は、以下の会員により、組織される。 

   役員   会費を払い、会務の検討、執行を行う。 
   運営会員 会費を払い、本会を構成する。 

   協賛会員 趣旨に賛同し、資金、特技を提供する個人、団体、事業体。 

 
  本会の理事は、理事会を構成し、以下の役員をおく。 
   実行委員長   本会を代表する。（一名） 
   副実行委員長  実行委員長を補佐する。（若干名） 
   幹事   役員会を構成する。 
   会計   会計事務を行う。 
   事務局長 会の事務を行う。 
   本会には、相談役をおく。 
 
第５条（事業） 

 一、サーチライトによる光タワーイベント事業。 
二、その他、将来のまちの景観を考えていくための諸事業。 

 
第６条（会議の開催） 
本会では、年１回、総会を開催し、事業報告、決算報告、事業計画、予算計画を審議し、過

半数の賛成をもって、了解、決定する。また、適宜、理事会を開催し、会務を遂行する。 
 
第７条（会計） 
本会の収入には、会費、協賛金を充てる。 

 
第８条（会費） 

 会費は、年１０，０００円とする。 
 
 
第９条（施行日） 

 平成19年5月12日 
  
 


